
 

 

県内市町村初！鳥取市道路アダプト（道路ボランティア）制度活動開始します 

鳥取市では、市民ボランティア団体等と行政が協働で道路美化清掃活動を行う「道路アダプト制度」を昨年

10 月に導入しました。そこで、年始から募集していた「アダプト活動認定団体」に市内 15 団体から応募があ

り、この度、活動・支援内容を確認し、平成 27年 3月 30日（月）認定に合わせ市との間で合意書を取り交す

運びとなりました。新年度より具体の活動計画を定め団体ごと活動開始となります。 

記 

１．制度の概要 

鳥取市が管理する市道等で美化及び清掃活動を通して身近な道路及び地域への愛着心を育み、市民及び企業

と行政が協働して快適で美しい道路環境づくりを図ることを目的とした制度で、認定団体と鳥取市が合意書を

取り交わして、道路の美化活動等を行う団体に対し市が必要な支援を行うものです。 

 

２．認定の要件 

・市道 100m以上若しくは交差点間 

・活動が 1年以上継続でき年間 4回以上の活動ができること 

・概ね 5人以上の団体であること 

 

３．認 定 団 体（15 団体、総構成員 201人、総活動延長 24,421ｍ） 

番号 団体名 活動区域 活動延長 

1 サンイン技術コンサルタント株式会社鳥取支店 若葉台南地内 3,089ｍ 

2 あけぼの青壮年クラブ 湖山町北 2丁目、西 1丁目地内 640ｍ 

3 （公財）鳥取市公園・スポーツ施設協会 吉成 1丁目、2丁目地内 865ｍ 

4 桷間自治会 大桷地内 989ｍ 

5 南良会 若葉台南 6丁目 4,154ｍ 

6 若葉台南二丁目自治会 若葉台南地内ほか 2,178ｍ 

7 あじさい公園を守る会 美萩野 3丁目 502ｍ 

8 若葉台地区まちづくり協議会アダプトの会 若葉台南地内ほか 3,909ｍ 

9 アサヒコンサルタント株式会社 千代水 4丁目 312ｍ 

10 （公財）鳥取市環境事業公社 玄好町 225ｍ 

11 鳥取県土地改良事業団体連合会 千代水 4丁目 122ｍ 

12 会下部落 気高町会下 274ｍ 

13 うぐい突き保存会 気高町睦逢地内 196ｍ 

14 ねっこの会 若葉台南 5丁目地内 5,825ｍ 

15 山の手会 東町 2丁目、3丁目地内 1,141ｍ 

 

４．活動内容 

・道路の清掃・除草、美化 

・道路情報の提供（パトロール） 

・適正利用に関する啓発・指導 

 

５．支援内容 

・物品、用具の支給又は貸与 

・損害保険の加入 

・表示板（アダプトサイン）の設置（１基） 

・アダプト活動によって収集したゴミの回収・処分 

 

６．そ の 他 

・認定証交付式 日時：平成 27年 3月 30日（月）午前 11時／会場：市役所本庁舎 4階第 2会議室 
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